
選 挙 管 理 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和５年10月23日（月）

午前10時22分 ～ 午前10時55分

２．開催場所 市役所３階 第二委員会室

３．出 席 者 委 員 長 大久保 幸藏

職務代理 園田 弥市

委 員 山 本 格

委 員 鈴木 晃子

事務局長 星野 英記

選挙係長 永松 志一

４．議 題 等 第51号議案 委員長の選挙について

第52号議案 委員長の職務代理者の指定について

第53号議案 補充員の順序のくじについて

その他

５．議事（要点筆記）

事 務 局 ： ただいまより、選挙管理委員会を開会します。

本来委員会は、委員長が進行を行いますが、委員長が選出されるま

での間、事務局が進行を務めます。

それでは議事に入る前に、新たに委員になられた皆さまの自己紹

介をお願いします。大久保委員から順にお願いします。

【委員自己紹介】

ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。

続きまして、事務局職員を紹介します。

【事務局自己紹介】

次に、仮委員長の選出です。

本日は、委員改選後初めての委員会となります。

狛江市選挙管理委員会規程第３条の規定に基づき、委員長及び委

員長の職務を代理する委員が共にいないときは、年長の委員が臨時

に委員長の職務を行うこととされていますので、大久保委員に仮委

員長をお願いします。



仮委員長： ただいま仮委員長に選出されましたので、次の議事を進めます。

それでは第51号議案 委員長の選挙について、事務局より説明願

います。

事 務 局 ： 第51号議案 委員長の選挙について説明します。

地方自治法187条第１項に｢選挙管理委員会は委員の中から委員長

を選挙しなければならない。｣と規定されています。

委員長を選出する方法は、２つあります。１つ目は、単記無記名投

票選挙、２つ目は、委員の皆さまの異議がないことが必要となります

が、指名推薦の方法があります。委員長の選出につきましては、どの

ようにして決定するのか意見をお願いします。

仮委員長： ただいま事務局から説明がありましたが、委員長の選出方法につい

て、ご意見ありますか。

委 員 ：―園田委員から推薦あり― 過去４年間の市、都、国の選挙を経験し、

委員長を２期務めた実績から大久保委員が適切であるため、推薦しま

す。

仮委員長： 大久保委員を推薦する意見がありますが、各委員よりご異議等あり

ますか。

委 員 ：―なしの声あり―

仮委員長： ご異議等がないため、大久保委員が委員長に選出されました。第51

号議案は承認とします。これをもちまして仮委員長の職を終了しま

す。ご協力ありがとうございました。

事 務 局 ： 大久保委員ありがとうございました。新たに選任された大久保委

員長よりご挨拶をいただき、その後の議事進行をお願いします。

委 員 長 ：―挨拶―

続きまして、第52号議案 委員長の職務代理者の指定について、事

務局より説明願います。

事 務 局 ： 第52号議案 委員長の職務代理者の指定について説明します。

地方自治法第187条第３項に｢委員長に事故があるとき、又は委員

長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。｣

と規定されています。また、狛江市選挙管理委員会規程第３条でも

「委員長はあらかじめ委員長の職務を代行する委員を指定しなけれ

ばならない。」と規定されています。

このため、委員長に職務代理者の指定をしていただきます。

委 員 長 ： 事務局の説明のとおり、委員長が職務代理者として園田委員を指

定します。第52号議案は承認とします。園田委員に挨拶をお願いしま

す。



職 務 代 理 者 ：―挨拶―

委 員 長 ： ありがとうございました。

次に第53号議案 補充員の順序のくじについて、事務局より説明

願います。

事 務 局 ： 第53号議案 補充員の順序のくじについて説明します。

地方自治法第182条第３項に｢委員中に欠員があるときは、選挙管

理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順位は、

得票により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。｣

と規定されています。

10月５日に開会された狛江市議会第３回定例会において、狛江市

選挙管理委員補充員の選挙が行われ、三角 光正さん、松本 和美さん、

亀井 力雄さん、安川 信一郎さんが当選されましたが、三角さんと松

本さんが６票で同数のため、これよりまず１番、２番の順位を決める

くじを行います。次に亀井さんと安川さんが５票で同数のため、３番、

４番の順位を決めるくじを行います。

くじ引きの方法ですが、くじ箱にくじを２本入れ、事務局職員が行

うことでよろしいでしょうか。

委 員 長 ： 各委員よりご異議等ありますか。

委 員 ：―なしの声あり―

委 員 長 ： ご異議等ございませんので、これよりくじを行います。くじを引く

のは事務局に一任いたします。

事 務 局 ：―くじの実施―（仮指定番号の１番から、事務局長がくじを引く）

―くじの結果―（別紙）

委 員 長 ： くじ引きの結果、補充員の順位は、１番 松本 和美さん、２番 三

角 光正さん、３番 安川 信一郎さん、４番 亀井 力雄さんに決まり

ました。第53号議案は承認とします。

次にその他について、事務局より説明願います。

事 務 局 ： 令和５年11月以降の会議等の日程を資料により説明

委員会終了後に写真撮影を行うことを説明

委 員 長 ： 各委員よりご質問等ありますか。

委 員 ：―なしの声あり―

委 員 長 ： ご質問等ないようですので、本日の委員会を閉会とします。


